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土地貸付対象範囲



校舎棟 地階 受水槽室 面積不算入
屋内消火栓機械室 15.53

小計 15.53
1階 教室1 82.50

アルコーブ1 17.50
教室2 82.50
アルコーブ2 15.36
昇降口 41.25
保健室 51.00
資料室 9.00
PTA室 24.75
校長室 24.75
職員室・職員ラウンジ 78.76
男子更衣室 8.75
女子更衣室 8.75
湯沸室 7.70
倉庫（湯沸室隣） 3.50
印刷室 10.50
職員用男子便所 5.95
職員用女子便所 9.45
放送室 8.75
管理廊下 35.00
玄関ホール 27.76
多目的ホール 167.74
図書室 70.75
男子便所 14.32
女子便所 18.36
身障者用便所 6.00
トイレ前室 6.48
EVシャフト 4.00
北廊下 56.49
西廊下 41.05
東階段 6.48
備蓄倉庫 19.49
油庫 6.44

小計 971.08
2階 教室3 82.50

アルコーブ3 17.50
教室4 82.50
アルコーブ4 18.24
東廊下 88.30
東階段 5.12
会議室 82.50
アルコーブ5 13.44
多目的スペース 81.10
アルコーブ6 18.50
キャットウォーク 20.78
コンピューター室・準備室 76.80
男子便所 14.32
女子便所 18.36
トイレ前室 2.52
EVシャフト 4.00
北廊下 82.24
音楽室・準備室 91.25
西廊下 33.12
西階段 12.42
理科図工室 28.00
準備室 70.00

小計 943.51
R階 EV機械室 11.74

屋上階段 5.00
小計 16.74

合計 1946.86

貸付対象建物諸室面積表

棟 階 面積(㎡) 備考室名
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給食棟 1階 給食室 193.80
小計 193.80
2階 空調機械室 34.68
小計 34.68

合計 228.48

体育館棟 1階 アリーナ 763.66
ステージ 87.32
放送室 7.80
器具庫 22.84
男子更衣室 8.00
女子更衣室 9.07
男子便所 7.40
女子便所 10.40
身障者用便所 4.00
前室・シンク 7.00
西階段 5.86

合計 933.35

プール棟 地階 浄化槽機械室 12.25
男子更衣室 7.94
女子更衣室 10.31
男子便所 5.43
女子便所 7.17
階段 4.58
プール機械室 21.25

小計 68.93
1階 プール連絡通路（北） 8.75

プール連絡通路（南） 27.22
小計 35.97

合計 104.90

幼児学園 1階 幼児教室 94.87 貸付対象範囲外
合計 94.87

コミュニティ・センター 地階 メンテナンス玄関 22.25 貸付対象範囲外
防災資機材倉庫 41.90 貸付対象範囲外

小計 64.15
1階 事務室 15.36 貸付対象範囲外

和室1 31.08 貸付対象範囲外
和室2 26.64 貸付対象範囲外
会議室 56.40 貸付対象範囲外
多目的ホール 124.08 貸付対象範囲外
器具庫 16.40 貸付対象範囲外
調理実習室 38.00 貸付対象範囲外
ラウンジ 26.00 貸付対象範囲外
廊下 70.76 貸付対象範囲外
階段 9.00 貸付対象範囲外
男子便所 13.50 貸付対象範囲外
女子便所 13.50 貸付対象範囲外
多目的便所 7.04 貸付対象範囲外
玄関ホール 30.60 貸付対象範囲外

小計 478.36
合計 542.51

ごみ置場 9.35
屋外便所 9.96
屋外体育倉庫 33.12

貸付対象範囲合計 3266.02
【参考】建物全体合計 （ 3903.40 ）





























体育館 グラウンド 駐車場 頻度 曜日 時間帯

1 坪沼農園 交流会 坪沼コミュニティ・センター やるっちゃツボヌマ － － ○ 年1回 土日 日中

2 坪沼農園 閉講式 坪沼コミュニティ・センター やるっちゃツボヌマ － － ○ 年1回 土日 日中

3 収穫祭（　◎必須　） 坪沼小グラウンド やるっちゃツボヌマ △ ○ ○ 年1回
（11/3文化の日）

土日 日中 ・グラウンド内への自動車（軽トラ10台），トラクター
（小サイズ1台）の進入あり
・テント多数設置（前日午後から準備（～21時頃））

4 蛍と平家琵琶の夕べ（　◎必須　） 坪沼八幡神社 ふるさと坪沼実行委員会 － ○ ○ 年1回 土 終日 ・グラウンドをイベント駐車場として利用
・前日準備あり（16～21時）

5 夏祭り 坪沼小グラウンド 坪沼地区振興会 ○ ○ ○ 年1回 日 日中 ・グラウンドに車両の進入あり（４ｔトラック1台）
・テント多数設置
・火気の使用なし

6 運動会（　◎必須　） 坪沼小グラウンド 坪沼スポーツ振興会 ○ ○ ○ 年1回 日 日中 ・10月第1日曜日

7 球技大会（　◎必須　） 坪沼小グラウンド 坪沼スポーツ振興会 ○ ○ ○ 年1回 日 日中 ・8月第3日曜日

8 球技大会練習（バレーボール） 坪沼小体育館 坪沼スポーツ振興会 ○ － ○ 球技大会前に2～3回
程度

平日 夜間 ・19時～21時30分

9 グラウンド・ゴルフ 坪沼小グラウンド 坪沼スポーツ振興会 ○ ○ ○ 月2回 土日 日中
夜間

・11月～5月　日中
・6月～10月　夜間（19～21時）

10 消防団訓練 坪沼小グラウンド 消防団 ○ ○ ○ 年1回 日 日中 ・放水訓練あり

11 消防団大会練習 坪沼小グラウンド 消防団 ○ ○ ○ 6～7回程度（8月中旬
～9月初旬）

週2
程度

夜間 ・19～21時（照明使用）
・放水訓練あり

12 防災訓練 坪沼小体育館 坪沼地区振興会 〇 〇 △ 年1回 日 日中 ・100人以上参集

13 選挙（　◎必須　） 坪沼コミュニティ・センター 太白区選挙管理委員会 － － ○ 必要時 日 終日 ・6時～18時30分
・前日（土曜日）日中に準備のため駐車場を使用
・常時、選挙物品を体育館ステージ下に保管

14 親子フェス 坪沼コミュニティ・センター 坪沼地区振興会 ○ △ ○ 未定 土日 日中 ・年1回程度の開催を想定

15 コミュニティカフェ 幼児学園（坪沼小建物内） 未定 － － ○ 月1～2回 土日 日中 ・今後イベント開催を予定

16 おもてなし農園 農園 坪沼地区振興会 △ △ △ 未定 未定 未定 ・今後イベント開催を予定

＜使用範囲に関する凡例＞
「○」　　当該イベントの実施にあたり使用する場所
「△」　　雨天時など当該イベントの実施にあたり使用する可能性のある場所
「－」　　当該イベントの実施にあたり使用しない場所

　　　　　　　地元組織による利用例

利用形態
備考

旧坪沼小学校施設の使用範囲イベント
※「◎必須」と記載のある
項目以外は調整可

会場№ 利用団体名
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管理業務委託契約書（案） 

 

 仙台市（以下、「甲」という。）と●●●●●（以下、「乙」という。）とは、坪沼小学校跡施設の

管理について、次のとおり業務委託契約を締結する。 

 

（委託業務） 

第 1条 甲は、別記 1及び 2の物件の管理を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

 

 （業務の内容等） 

第 2条 甲が乙に委託する業務の内容等は、別紙仕様書に記載のとおりとする。 

 

 （委託期間） 

第 3条 委託期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。 

 

 （管理費用の負担） 

第 4条 物件の管理に必要な費用は、乙の負担とする。 

 

 （管理物件の使用） 

第 5 条 乙は、本管理物件を地域との交流イベント等乙の営利活動以外の用途に無償で使用する

ことができる。 

２ 乙は、本管理物件を第三者に使用させてはならない。 

 

 （調査） 

第 6 条 甲は、必要に応じ、乙の委託業務の処理状況について調査し、その報告を求めることが

できる。 

２ 乙は、前項の調査に基づき甲から委託業務の処理に関して指示があったときは、これに従わ

なければならない。 

 

 （再委託の禁止） 

第 7 条 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく委託業務の全部又は一部を第三

者に委託又は請け負わせてはならない。 

 

 （権利義務の譲渡の禁止） 

第 8条 乙は、本契約により発生する一切の権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。 

 

 （契約の解除） 

第 9条 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。 

  (1) 甲が本管理物件を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき 

(2) 乙が、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項各号のいずれ

資料 6 
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かに該当すると認められるとき 

(3) 乙が本契約に定める義務を履行せず、甲が相当の是正期間を設けて、当該違反の治癒を

請求したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が治癒されないとき 

(4) 乙と連絡が取れなくなったとき 

(5) 天災地変その他甲及び乙の責めに帰さない事由により本契約の履行が不可能になった

とき 

 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第 10条 乙は、契約期間が終了、又は前条の規定に基づき契約を解除された場合において、本管

理物件の管理のために要した有益費その他の費用について、甲に請求することができない。 

 

（協議） 

第 11条 本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲と乙が協議により解決す

るものとする。 

 

 

 

 以上を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲及び乙はそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保

有する。 

 

令和●年●月●日 

 

                        甲： 

                        仙台市青葉区国分町三丁目 7番 1号 

                        仙台市 

                        代表者 市長   

 

 

                        乙： 
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別記１ 管理物件 

 

＜建物＞ 

所在地 種類 構造 床面積 

太白区坪沼字長田中9-1 

校舎棟 
鉄筋コンクリート造一

部鉄骨造 

（地上 2階、地下 1階） 

●㎡ 

給食棟 ●㎡ 

体育館棟 ●㎡ 

プール棟 ●㎡ 

ごみ置場 軽量鉄骨造（平屋建） ●㎡ 

屋外便所 鉄筋コンクリート造（平

屋建） 
●㎡ 

屋外体育倉庫 プレハブ造（平屋建） ●㎡ 

 ※管理対象範囲は別記 2のとおり。 
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別記２ 管理対象範囲図 
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管理業務仕様書（案） 

 

１ 業務の内容 

  乙が管理業務委託契約に基づき、契約書別記 2 の管理対象範囲について実施する管理業務の

内容は、次のとおりとする。 

 (1) 定期的な巡視 

 (2) 戸締り 

 (3) 掃き掃除程度の簡易な清掃 

 (4) 本契約に定める管理物件の使用に必要な小修繕等 

 (5) 異常発生時の甲への報告及び警察・消防への通報 

 (6) 建築物及び建築設備に係る不具合発見時の甲への報告 

(7) その他甲が必要と認める事項 

 

２ 業務の実施頻度 

  甲と乙が協議の上定める。 

 



【体育館】

№ 物品番号 品名 数量 単位 保管場所等

1 1001 バレーボール支柱 1 組 体育館器具庫

2 1002 卓球一式 1 式 体育館器具庫

3 1003 マット 5 枚 体育館器具庫

4 1004 セーフティマット 1 枚 体育館器具庫

5 1005 マット運搬機 1 台 体育館器具庫

6 1006 モップハンガー 1 台 体育館器具庫

7 1007 スポットライト 4 台 体育館2階ギャラリー

8 1008 ひな段（組み立て式） 1 台 体育館ステージ脇倉庫

9 1009 会議用テーブル 10 台 体育館ステージ下

10 1010 パイプイス 70 脚 体育館ステージ下

11 1011 更衣ロッカー 1 台 男子更衣室

【校庭及び屋外体育倉庫】

№ 物品番号 品名 数量 単位 保管場所等

12 2001 指揮台（朝礼台） 1 台 校庭

13 2002 サッカーゴールポスト 1 組 校庭

14 2003 リヤカー 1 台 外倉庫

15 2004 セーフティマット 1 枚 外倉庫

【校舎】

№ 物品番号 品名 数量 単位 保管場所等

16 3001 書庫（ＪＩＳ4号） 1 台 職員室

17 3002 ＦＦ式温風暖房機 一式 式 各教室

18 3003 電気掃除機 2 台 1階倉庫

19 3004 掲示板（大） 1 枚 保健室前側面

20 3005 掲示板（大） 1 枚 階段踊り場側面

21 3006 掲示板（小） 2 枚 玄関前支柱

貸与物品一覧表
資料7



【給食室】

№ 物品番号 品名 数量 単位 保管場所等

1 4001 ホワイトボード 1 台 給食調理室

2 4002 ガス回転釜 2 台 給食調理室

3 4003 シンク（一槽） 1 台 給食調理室

4 4004 シンク（三槽） 2 台 給食調理室

5 4005 シンク（四槽） 1 台 給食下処理室

6 4006 食器洗浄機 1 台 給食洗浄室

7 4007 食器消毒保管機 2 台 給食調理室

8 4008 焼き物機 1 台 給食調理室

9 4009 牛乳保冷庫 1 台 給食下処理室

10 4010 ガス炊飯器 1 台 給食調理室

11 4011 食器入れ 1 台 給食調理室

12 4012 シューズボックス 1 台 給食調理室

13 4013 書庫 1 台 給食休憩室

14 4014 配膳車 1 台 給食配膳室
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物品使用貸借契約書（案） 

 

 仙台市（以下「甲」という。）と●●●●●（以下「乙」という。）は、坪沼小学校跡施設利活用

事業（以下「本事業」という。）に関して、次のとおり物品使用貸借契約（以下「本契約」という。）

を締結する。なお、貸付人と借受人の間で令和●年●月●日付で本事業に関して締結された基本

協定書において定義された用語は、別途定義がない限り本契約においても同様の意義を有する。 

 

 （目的） 

第 1条 甲は、その所有する別表第 1に掲げる物品（以下「物品」という。）を乙に無償で貸し付

け、乙はこれを借り受ける。 

 

 （物品の用途） 

第 2条 乙は、物品を本施設において実施される本事業以外の用途に供してはならない。 

 

 （貸借期間） 

第 3条 物品の使用貸借期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までとする。 

２ 乙は、本契約が終了したときは、甲が指示する期限までに遅滞なく甲に物品を返還するもの

とする。但し、定期建物賃貸借契約の期間内において本契約が更新又は更改された場合はこの

限りではない。 

 

 （転貸等の禁止） 

第 4 条 乙は、物品を第三者に転貸し、又はその使用権を第三者に譲渡してはならない。但し、

地域住民の利用に供する場合、又は事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

 （物品の管理及び使用） 

第 5条 乙は、善良な管理者の注意をもって物品を管理し、使用しなければならない。 

２ 乙は、物品に異動が生じる場合は、速やかに甲に報告し、その処理について甲と協議しなけ

ればならない。 

３ 乙は、物品の使用に伴い、消耗品の補充、若しくは修繕又は更新、既存物品の廃棄等を要す

るときは、その費用を負担する。 

４ 乙が借り受けて使用した給食室の物品については、第 3 条第 2 項の規定にかかわらず、乙の

負担により処分する。但し、甲がその必要がないと認めたときは、この限りではない。 

５ 乙の負担において更新した物品の所有権は乙に帰属する。 

 

 （契約不適合） 

第 6 条 甲は乙に物品を現況有姿で貸与するものとし、甲は物品について契約不適合責任その他

一切の責任を負わない。 

 

 （滅失及び毀損等） 

資料 8 
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第 7 条 乙がその責めに帰すべき事由により物品を滅失又は毀損した場合は、乙はその負担にお

いて、物品を原状に回復しなければならない。但し、甲が原状に回復する必要がないと認めた

ときは、この限りではない。 

 

 （甲による契約の解除） 

第 8 条 乙が、本契約の目的に反して物品を不適切に使用していると認められるときは、甲は本

契約を解除することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、本契約以外の事業関連契約が一つでも甲により解除された場合は、

甲は本契約を解除することができる。 

 

 （協議） 

第 9 条 本契約に定めのない事項又は本契約の履行に関して疑義が生じたときは、甲と乙が協議

により解決するものとする。 

 

 

 

 以上を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲及び乙はそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通を保

有する。 

 

令和●年●月●日 

 

甲： 

仙台市青葉区国分町三丁目 7番 1号 

仙台市 

代表者 市長 

 

 

                      乙： 
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坪沼小学校跡施設利活用事業 

基本協定書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙 台 市 

（事業者名） 

 

 

資料 9 
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坪沼小学校跡施設利活用事業 

基本協定書（案） 

 

 

坪沼小学校跡施設利活用事業（以下、「本事業」という。）に関して、仙台市（以下、「甲」

という。）と、●●●●●（以下、「乙」という。）は、次のとおり基本協定（以下、「本協

定」という。）を締結する。 

 

（趣旨） 

第 1 条 本協定は、本事業に関して甲が実施した事業者選定手続において、乙が事業候補

者として決定されたことを確認し、乙が甲との間で本事業に関する事業関連契約を締結

することその他事業関連契約締結までの本事業に関する基本的事項を定めることを目的

とする。 

（定義） 

第 2 条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 「事業関連契約」とは、本件賃貸借契約、管理業務委託契約及び物品使用貸借契約

を総称していう。 

(2) 「本件賃貸借契約」とは、甲及び乙の間で締結される本件建物に係る定期建物賃貸

借契約をいう。 

(3) 「管理業務委託契約」とは、甲が別途定める内容による、甲及び乙の間で締結され

る本施設の賃貸借範囲外の部分の建物及び敷地の管理に関する業務委託契約をいう。 

(4) 「物品使用貸借契約」とは、甲が別途定める内容による、甲及び乙の間で締結され

る本施設の物品の無償使用に関する使用貸借契約をいう。 

(5) 「募集要項等」とは、令和●年●月●日付で公表された、坪沼小学校跡施設利活用

事業事業者募集要項（関連資料その他一切の付属書類を含み、その後公表されたそ

れらの変更及び修正を含む。）をいう。 

(6) 「本件提案」とは、乙が令和●年●月●日付で提出した本事業に係る提案書類一式

（資格要件に関する資料を含む。）、及び当該提案書類の説明又は補足・修正として

乙が本協定締結日までに甲に提出したその他一切の資料をいう。 

(7) 「本件建物」とは、本施設の建物のうち、募集要項等において貸付対象の建物とし

て特定される部分をいう。 

(8) 「本件土地」とは、本施設の敷地のうち、募集要項等において貸付対象の土地とし

て特定される部分をいう。 

(9) 「本施設」とは、坪沼小学校跡施設をいう。 

 

（基本的合意） 
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第 3 条 乙は、募集要項等の内容を十分に理解しこれに同意したこと及び募集要項等に記

載の条件を遵守のうえ甲に対し本件提案を行ったものであることを確認し、募集要項等

に従い本件提案を誠実に履行するものとする。 

２ 本事業に係る事業計画は別紙のとおりとし、乙は、当該計画に基づき本件建物及び本

件土地を使用するものとする。 

３ 乙は、やむを得ず事業計画の内容を変更して事業を行おうとするときは、変更の内容

及びその理由を記載した変更承諾申請書により甲に申請し、変更を行うことについて、

あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。 

（事業関連契約の締結） 

第 4 条 甲及び乙は、事業関連契約の締結に向けて誠実に協議するものとし、速やかに事

業関連契約が締結されるよう努めるものとする。 

２ 乙は、事業関連契約の締結に関する甲との協議にあたっては、甲の要望を尊重する。 

３ 本協定の各当事者は、事業関連契約の締結に当たり募集要項等及び本件提案について

その内容を確定することが困難な事項がある場合は、募集要項等において示された本事

業の目的、理念に照らしてその内容を明確化することとし、甲から請求があった場合に

は、乙は速やかに本件提案の詳細を明確にするために必要又は相当として甲が合理的に

要求する資料（提案金額の内訳書を含む。）その他の書面及び情報を提出する。 

４ 甲及び乙は、本件提案が適用法令及び募集要項等に従った適切なものであると認めら

れる場合には、事業関連契約を、次の各号に定めるところに従って締結する。 

(1)本件賃貸借契約：令和●年●月を目途として締結する。 

(2)本件管理業務委託契約：初年度は当該年度末までを期限とする契約を令和●年●月を

目途として締結し、以降年度ごとに契約を締結する。 

(3)物品使用貸借契約：初年度は当該年度末までを期限とする契約を令和●年●月を目途

として締結し、以降年度ごとに契約を締結する。 

（準備行為） 

第 5 条 乙は、事業関連契約の締結前であっても、自らの費用と責任において募集要項等

及び本件提案を遵守するために必要な準備行為をなすことができるものとし、甲は、必

要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。 

２ 乙は、前項に規定する準備行為において、本件提案の中に募集要項等を満たさないお

それのある部分が存在することが判明した場合は、乙の責めに帰すべき事由に基づく変

更として、当該部分について募集要項等を充足するために必要な措置を講じるものとす

る。 

３ 乙は、前項の措置について本事業の遂行に影響が生じないように対応しなければなら

ない。 

４ 乙は、地域住民を対象に事業内容等に関する説明会を開催するとともに、地域住民か

らの意見等を可能な限り事業内容に反映させるよう努めるものとし、地域住民との間に

紛争等が生じた場合は、事業の円滑な実施に向けて乙の責任と負担において対応、解決
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しなければならない。 

（本協定の解除） 

第 6条 甲は、乙（乙の構成員を含む。以下本条において同じ。）が次の各号に掲げる事由

のいずれかに該当するときは、本協定を解除し、乙の本協定に規定する地位を一方的に

喪失させることができる。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項各号のいずれかに

該当すると認められるとき。 

(2) 国税又は地方税について、その納付期限が到来しているものに未納の額があるとき。 

(3) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて

いる者（更生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除

く。）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を

除く。）、破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いる者又は会社法（平成 17年法律第 86号）に基づく特別清算開始の申立てがなされ

ている者、手形交換所による取引停止処分を受けている者又はその他経営状態が著し

く不健全である者と認められるとき。 

(4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団、暴力団員若しくはその他

の反社会的勢力の統制の下にある者であるとき。 

(5) 募集要項等の公表日から過去 3年以内に、市又はその他の官公庁からの補助金又は

業務委託若しくは工事請負に関して不正行為又は不適切な行為を行った者であると

き。 

(6) 乙又はその役員若しくは使用人が、募集要項等の公表日から過去 3年以内に、贈賄、

独占禁止法違反行為、談合、競売等妨害、不正競争の容疑により逮捕され又は逮捕を

経ないで公訴を提起された者であるとき。 

(7) 営業内容、信用状態その他の本事業を遂行するうえで重要な事項に関し、甲に対し

て虚偽の報告を行っていたことが判明したとき。 

(8) 第 4条第 4項の期日までに、正当な理由なく本件賃貸借契約を締結しないとき。 

(9) 乙又はその役員若しくは使用人に、本協定又は本事業を継続しがたい背信行為があ

ったとき。 

(10) 本件提案に虚偽の記載があることが判明したとき、又は本件提案と異なる内容を主

張するとき。 

(11) 乙と連絡が取れなくなったとき。 

(12) 本件提案の内容が、乙の事業遂行能力の欠如（必要な許認可を受けられる見込みが

ない場合、必要な事業実施体制を構築できる見込みがない場合等）又は経済的信用の

欠如（必要な融資を受けられる見込みがない場合等）により実施不可能であることが

明らかになったとき。 

(13) 前各号のほか、募集要項等に規定する応募者の遵守すべき事項に反したこと又は募

集要項等に定める資格要件を欠いていたことが判明したとき（ただし、これに対応す
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る手当てを行い、甲の承諾を得た場合を除く。）。 

(14) 本事業の募集手続に関し、以下のいずれかの事由が生じていたことが判明したとき。 

ア  本協定又は事業関連契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 3 条の規定に違

反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8条第 1号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第 7条の 2第 1

項（独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金

の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確

定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を

含む。）。 

イ 納付命令又は独占禁止法第 7条若しくは第 8条の 2の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「事業者等」とい

う。）に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事

業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場

合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）

において、本協定又は事業関連契約に関し、独占禁止法第 3条又は第 8条第 1号の

規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

ウ 納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第 3条又は第 8 条第 1

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな

った取引分野が示された場合において、本事業の事業候補者決定手続が、当該期間

（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、

これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反

する行為の実行期間を除く。）に行われたものであり、かつ、本事業が、当該取引

分野に該当するものであるとき。 

エ 本協定又は事業関連契約に関し、乙（その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条

第 1項第 1号に規定する刑が確定したとき。 

２ 天災地変その他甲及び乙の責めに帰さない事由により事業関連契約の締結が不可能に

なったときは、甲及び乙は、本協定を解除することができる。 

（事業の中止又は延期） 

第 7 条 甲は、本事業に関しやむを得ない理由があるときは、本事業を中止し、又は延期

することができる。この場合において、甲及び乙は協議のうえ本協定を解除することが

できる。 

（費用負担） 

第 8 条 第 6 条第 1 項又は第 2 項の規定により甲が本協定を解除した場合で、当該解除に

関して甲に損害が生じたときは、甲は乙に損害賠償を請求することができる。 

２ 第 6 条第 2 項の規定により甲又は乙が本協定を解除した場合、本事業のために各自が
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負担した費用は各自の負担とし、甲及び乙は相互に費用の請求をしないものとする。 

（秘密保持） 

第 9 条 甲及び乙は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に

掲げるもの以外のもの（以下「秘密情報」という。）について守秘義務を負い、当該情報

を第三者に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認す

る。 

(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となっ

た情報 

(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 

(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報 

(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課さ

れることなく取得した情報 

(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報 

(6) 甲が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 

２ 甲及び乙は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や

請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、

本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。 

３ 前項の場合において、甲及び乙は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を

目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。 

４ 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業又は本協定に関して知り得た行政情報に含

まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開

その他の必要な措置を講じることができる。 

５ 乙は、本事業又は本協定に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、

甲の定める諸規定を遵守するものとし、事業関連契約に別段の定めがある場合には、当

該定めに従うものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第 10条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協

定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することそ

の他一切の処分を行ってはならない。 

（本協定の変更） 

第 11条 本協定は、甲及び乙双方の書面による合意がなければ変更することができない。 

（本協定の有効期間） 

第 12条 本協定は、本件賃貸借契約期間の終了をもってその効力を失う。 

２ 前項の規定にかかわらず、第 9条から第 10条まで、本条本項及び第 14条から第 15条

までの規定の効力は、本協定終了後も存続する。 

（協議） 
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第 13条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠意をも

って協議により解決するものとする。 

（準拠法） 

第 14条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。 

（裁判管轄） 

第 15条 本協定に関する紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。 

 

 

 

以上を証するため、本協定 2 通を作成し、甲及び乙はそれぞれ記名押印のうえ、各 1 通

を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

甲： 

仙台市青葉区国分町三丁目 7番 1号 

仙台市 

代表者 市長 

 

 

乙： 
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坪沼小学校跡施設利活用事業 

定期建物賃貸借契約書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙 台 市 

（事業者名） 

 

  

 

資料 10 



 

1 

坪沼小学校跡施設利活用事業 

定期建物賃貸借契約書（案） 

 

 

建物賃貸人仙台市（以下「甲」という。）と、建物賃借人●●●●●●（以下「乙」とい

う。）は、坪沼小学校跡施設利活用事業（以下「本事業」という。）に関して、借地借家法

（平成 3 年法律第 90 号）第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約（以下「本契約」という。）

を締結する。なお、甲と乙の間で令和●年●月●日付で本事業に関して締結された基本協

定書において定義された用語は、別途定義がない限り本契約においても同様の意義を有す

る。 

（建物の表示） 

第 1 条 本契約における貸付対象となる建物及びその敷地（以下「本件建物等」という。）

は、別紙 1（貸付物件）記載のとおりとする。 

（契約の期間） 

第 2条 本契約に基づく賃貸借期間（以下「貸付期間」という。）は、令和●年●月●日か

ら令和●年●月●日までとする。 

２ 借地借家法第 38条第 1項の規定により、貸付期間の延長及び本契約の更新はないもの

とする。 

３ 乙は、借地借家法第 38条第 2項の規定に基づき、本契約の更新がなく貸付期間の満了

により終了する旨記載した書面を、あらかじめ甲より交付され説明を受けたことを確認

する。 

４ 甲は、貸付期間満了の 1 年前から 6 ヶ月前までの間に、本契約が期間満了で終了する

旨を、乙に対し通知するものとする。 

（使用目的） 

第 3 条 乙は、募集要項等及び基本協定に従い本施設を運営するため、本件建物等を使用

するものとする。 

（貸付料） 

第 4条 本契約に係る貸付料は、月額●●●●●●円（税抜き）とする。 

２ 社会経済情勢の変動その他の理由により、賃付料の額が実情にそぐわなくなったと認

められるときは、甲と乙とで双方協議の上、貸付料を改定することができるものとする。 

３ 貸付料の計算期間に 1 ヶ月未満の日数があるときは、当該 1 ヶ月未満の日数に相当す

る貸付料は、月額の貸付料を日割り（1ヶ月を 30日とする）で計算する。 

４ 貸付料の計算において 1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

５ 乙は、3 ヶ月ごとに、当該期間に係る貸付料と当該貸付料に係る消費税額を、当該期

間の最初の月に甲が発行する納入通知書に記載の納入期限（以下「納入期限」という。）

までに納入するものとする。 
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６ 甲及び乙は、本件建物について別紙 1 記載の面積と実測面積に相違があることを理由

とする貸付料の変更を行わないことについて確認し同意する。 

（延滞金） 

第 5 条 乙は、前条に定める貸付料を納入期限までに納入しないときは、納入期限の翌日

から納入した日までの期間について、仙台市公有財産規則（昭和 39 年仙台市規則第 37

号）第 24条第 2項に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を、甲に支払う

ものとする。 

（敷金） 

第 6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、甲に対し敷金を預託するものとする。 

２ 敷金は貸付料の 3ヶ月分に相当する額とする。 

３ 敷金に利息は付さない。 

４ 敷金は、民法第 559 条の規定により準用される同法第 557 条第 1 項の解約手付として

の効力を有しない。 

５ 甲は、乙に貸付料その他本契約から生じる債務の支払遅延が生じたときは、なんら催

告を要せず任意に敷金をこれらの債務の弁済に充当することができる。 

６ 乙は、敷金をもって本契約から生じる債務の弁済に充当することを、甲に請求するこ

とができる。 

７ 甲は、前二項の場合、弁済充当日、弁済充当額及び費用を乙に書面で通知する。 

８ 甲は、敷金の残高に不足が生じた場合には、乙に対し当該不足額の納入を請求するも

のとする。この場合、乙は、当該請求を受けた日から 30日以内に甲が発効する納入通知

書により追加預託するものとする。 

９ 甲は、敷金の預託を受けたときは、乙に対し敷金預り証を発行する。 

10 甲は、本契約が終了し乙から本件建物等の明渡を受けたときは、明渡完了時に預託さ

れている敷金から明渡完了日までの未払貸付料その他本契約から生じる乙の甲に対する

一切の未払債務を控除した残高を乙に返還する。ただし、甲が本件建物等の明渡を受け

た日後 30日以内に返還すれば足りる。 

11 甲は、敷金の返還にあたり、控除額を乙に書面で通知する。 

12 甲は、本契約の終了時に乙の甲に対する債務が敷金の額を超える場合は、乙に対して

敷金の額を超える金額を請求することができる。 

13 乙は、甲に対する敷金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、質権、譲渡担保その

他いかなる方法によっても敷金返還請求権に担保設定してはならない。 

（禁止事項） 

第 7条 乙は、以下に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本件建物等を第 3条に定める目的以外の用途に供すること。 

(2) 本件建物等の全部又は一部を居住の用に供すること。 

(3) 本件建物等を毀損、汚損等により原状回復が困難となるような使用をすること。 

(4) 本件建物等にごみ、その他汚物を廃棄すること。 
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(5) 本件建物等を政治的又は宗教的な（社会通念上、一般的な行事等を除く）用途に供

すること。 

(6) 本件建物等を関係法令等若しくは公序良俗に反する行為又は風紀を乱すと認めら

れる用途に供すること。 

(7) 本件建物等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律

第 122 号）第 2 条第 1 項に定める風俗営業、同条第 5 項に定める性風俗関連特殊営業

その他これらに類する業（以下、「風俗営業等」という。）の用途に供すること又は本

件建物等において第三者に風俗営業等をさせること。 

(8) 景観又は風致を害する用途に供すること。 

(9) 本件建物等において騒音、振動、電波、臭気等その他周辺住民に迷惑が及ぶおそれ

のある行為を行うこと。 

(10) 本件建物等付近の交通に支障をきたし又は通行人等に危害が及ぶおそれのある行

為を行うこと。 

(11) 甲の書面による事前の承諾なく、本契約及び本契約に基づく権利義務を第三者に

譲渡し又はこれに他の権利を設定すること。 

(12) 甲の書面による事前の承諾なく、本件建物等を第三者に転貸すること。 

（内部の改修） 

第 8条 乙は、法令等（甲の条例規則を含む。）において許容される場合に限り、募集要項

等及び基本協定に従い、本件建物の模様替え等の内部改修を行うことができる。 

２ 前項に基づく内部改修及び原状復旧に関する費用は、すべて乙が負担する。 

（物品の取扱） 

第 9 条 乙は、本件建物等において、物品使用貸借契約に基づき、甲が保有する物品（備

品及びその他の物品）を無償で使用することができる。 

（届出事項） 

第 10条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに甲に届け出なければなら

ない。 

(1) 天災その他の事故により、本件建物等に異常が生じ、使用に支障があると乙が判断

したとき。 

(2) 商号、住所又は代表者を変更したとき。 

(3) 合併、解散その他、乙の事業継続が困難となるような変動があったとき。 

（維持管理等） 

第 11条 乙は、貸付期間中における本件建物の使用に当たっては、自らの負担によって本

件建物等の点検、清掃、保守及び修繕並びに防災を行うものとし、隣接地及び周辺に損

害、迷惑等を及ぼすことのないよう善良な管理者の注意をもって使用しなければならな

い。 

２ 本件建物等の維持管理等に要する費用は、募集要項等及び事業関連契約において甲が

負担するとされているものを除き、すべて乙の負担とする。 
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（光熱水費） 

第 12条 本件建物等の使用に伴う光熱水費は、募集要項等及び事業関連契約において甲が

負担するとされているものを除き、すべて乙の負担とする。 

（報告義務及び立入権） 

第 13条 乙は、本件建物等の使用に関して甲が報告を求めたときは、これに応じなければ

ならない。 

２ 甲は、管理上特に必要がある場合には、本件建物等に立ち入り、本件建物等の使用状

況について実地にて調査することができる。 

（契約の変更） 

第 14条 法令等（甲の条例規則を含む）の制定改廃及び経済情勢の変動その他正当な理由

があると認められるときは、甲乙協議の上、本契約内容の変更を行うことができる。 

（契約の解除） 

第 15 条 甲は、乙（乙の構成員を含む。以下本条において同じ。）が次の各号に掲げる事

由のいずれかに該当するときは、本契約を直ちに解除することができる。なお、当該解

除は、甲の第 19条に基づく損害賠償請求を妨げない。 

(1) 乙が納付期限後 3ヶ月以上経過しても貸付料の支払を怠った場合。 

(2) 乙が第 7条の禁止事項に違反した場合。 

(3) 前各号のほか、乙が本契約に定める義務を履行せず、甲が相当期間の是正期間を設

けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒

されない場合。 

(4) 本契約以外の事業関連契約の一つでも市により解除された場合。 

(5) 基本協定第 6条第 1項各号に定める事由が生じた場合又は生じていたことが判明し

た場合。 

２ 乙は、前項の規定により本契約が解除されたときは、貸付料の 1 年分に相当する金額

を違約金として甲に支払わなければならない。なお、この違約金の規定は、解除により

甲に生じた損害が違約金の額を超える場合において、当該超過分について甲が乙に損害

賠償請求することを妨げない。 

３ 乙は、第 1 項の規定により本契約が解除されたときは、甲に対して補償を請求するこ

とはできない。 

（乙による中途の解約） 

第 16条 乙は、本契約の期間中、中途での解約はできないものとする。 

（甲による解約） 

第 17条 甲は、本件建物等を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、地方自治

法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の 5 第 4 項の規定により、本契約を解約すること

ができる。この場合において、第 18条第 1項に基づく原状回復をなすべき期限及び方法

については、甲乙が協議して定める。 
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２ 前項の規定により本契約が解約された場合において、乙に損失が生じたときは、乙は、

地方自治法第 238 条の 5 第 5 項の規定により、甲に対し、その補償を請求することがで

きる。 

（原状回復等） 

第 18 条 乙は、貸付期間の満了又は第 15 条の規定による契約の解除若しくは前条の規定

による解約その他の事由により本契約の終了を要するとき（以下「契約終了時」という。）

は、契約終了時までに、乙の負担により本件建物等へ設置した造作及び乙の負担により

本件建物等に施した増改築等（以下「増改築等」という。）につき、自ら費用を負担して

撤去又は原状回復（以下「原状回復等」という。）し、甲に明け渡さなければならない。 

２ 乙は、前項の原状回復等の内容について、あらかじめ甲と協議し確認を受けるものと

する。また、原状回復等が完了したときは、直ちに甲の検査を受け確認を受けるものと

する。 

３ 乙は、前項の協議により原状回復等を要しないこととされた増改築等については、甲

に無償で譲渡するものとする。 

４ 第 1 項の明渡が遅延した場合、乙は甲に対し、明渡までの間、第 4 条に定める貸付料

に相当する額を損害金として支払うこととする。 

（有益費償還請求権及び立退料等の放棄） 

第 19条 乙は、契約終了時に、甲に対して有益費の償還、増改築等の買取り及び一切の補

償立退料等を請求することができない。 

（損害賠償責任） 

第 20条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により本件建物を損傷したときは、当該損害を賠

償しなければならない。 

２ 甲及び乙は、本契約上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、そ

の損害の一切を賠償しなければならない。 

（契約不適合） 

第 21条 甲は、本件建物等を現況有姿で乙に貸し付けるものであり、本件建物等に関して

契約の内容に適合しないものであることについて一切の責任を負担しない。 

（天災地変） 

第 22条 天災地変、その他甲及び乙の責めに帰さない事由により本契約の目的の遂行が不

可能となったときは、本契約は終了する。 

２ 前項の場合、甲は、乙より預託された敷金があれば、遅滞無く乙に返還するものとす

る。なお、敷金の返還に関しては第 6条の規定によるものとする。 

３ 第 1 項の場合、甲及び乙は、相手方に対して名目の如何を問わず、一切の損害賠償請

求を行わない。 
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（苦情その他紛争の処理） 

第 23 条 乙は、本件建物等の使用等に伴い第三者からの苦情その他紛争が生じたときは、

自らの責任と費用においてその処理解決にあたる。但し、甲の責めによる場合は、甲の

責任により処理解決するものとする。 

（第三者に対する損害賠償） 

第 24条 乙は、本件建物等の使用に当たり、本件建物等を利用する者又は第三者に損害を

与えたときは、自らの責任と費用においてその損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲の責めに帰すべき事由により生じた第三者の賠償に限り、

甲がこれを負担するものとする。 

（秘密保持） 

第 25条 甲及び乙は、本契約に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの

以外のもの（以下「秘密情報」という。）について守秘義務を負い、当該情報を第三者に

開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外には使用しないことを確認する。 

(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となっ

た情報 

(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 

(3) 開示者が本契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報 

(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課さ

れることなく取得した情報 

(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報 

(6) 甲が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報 

２ 甲及び乙は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や

請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、

本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。 

３ 前項の場合において、甲及び乙は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を

目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。 

４ 甲は、前各項の定めにかかわらず、本契約に関して知り得た行政情報に含まれるべき

情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必

要な措置を講じることができる。 

５ 事業者は、本契約に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の

定める諸規定を遵守するものとする。 

６ 本条の規定の効力は、本契約終了後も存続する。 

（公正証書の作成） 

第 26条 甲及び乙は、本契約締結後速やかに、本契約に係る公正証書を作成するものとし、

作成にかかる費用はすべて乙の負担とする。 
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（協議） 

第 27条 本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠意をも

って協議により解決するものとする。 

（準拠法） 

第 28条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。 

（裁判管轄） 

第 29条 本契約に関する紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。 

 

 

 

以上を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲及び乙はそれぞれ記名押印のうえ、各 1

通を保有する。 

 

令和●年●月●日 

 

甲： 

仙台市青葉区国分町三丁目 7番 1号 

仙台市 

代表者 市長 

 

 

乙： 
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別紙 1（貸付物件） 

 

＜建物＞ 

所在地 種類 構造 床面積 

太白区坪沼字長田中9-1 

校舎棟 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

（地上 2 階、地下 1 階） 

●㎡ 

給食棟 ●㎡ 

体育館棟 ●㎡ 

プール棟 ●㎡ 

ごみ置場 軽量鉄骨造（平屋建） ●㎡ 

屋外便所 鉄筋コンクリート造（平屋建） ●㎡ 

屋外体育倉庫 プレハブ造（平屋建） ●㎡ 

 ※範囲は別紙図面のとおり。 

 

＜土地＞ 

所在地 地番 地目 公簿地籍 

太白区坪沼字長田北 1 番 1 学校用地 5,419 ㎡ 

太白区坪沼字長田中 9 番 1 学校用地 8,089 ㎡ 

太白区坪沼字長田北 2 番 5 田 168 ㎡ 

 


